
様式１

事業報告書

医療法人整理番号 00020

報告期間 自 令和7年3月1日

至 令和8年2月28日

1 事業報告書の概要

(1) 名称 医療法人和光会

分類① 社団（出資持分なし）

分類② その他

分類③ 基金制度採用

(2) 事務所の所在地 都道府県 岐阜県

市区町村 岐阜市

町名・番地 東金宝町一丁目１２番地

建物名

従たる事務所の記載はこちら

(3) 設立認可年月日 昭和41年4月1日

(4) 設立登記年月日 昭和41年4月1日

(5) 理事長の氏名 姓 山田

名 豪

役員及び評議員の人数 6 理事長を含む人数を記載すること。

役員及び評議員 記載はこちら

2 事業の概要

(1-1) 本来業務（病院、診療所） 記載はこちら

(1-2) 本来業務（介護老人保健施設、介護医療院） 記載はこちら

(2) 附帯業務 記載はこちら

(3) 収益業務 記載はこちら

(4) 記載はこちら

(5) 記載はこちら

(6) 記載はこちら

(7) 記載はこちら

(8) 記載はこちら 全ての指定内容について記載しても差し支えない。

(9) その他 記載はこちら 当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又は

リース契約、診療科の新設又は廃止等を記載する。（任

意）

当該会計年度内に購入した医療機関債

当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

(5)、(6)については、医療機関債を発行又は購入する医

療法人が記載し、(7)以下については、病院、介護老人保

健施設又は介護医療院を開設する医療法人が記載し、

診療所のみを開設する医療法人は記載しなくても差し支え

ないこと。

分類①から③のそれぞれの項目（③は社団のみ。）につい

て、該当するものをリストから選択すること。（会計年度内

に変更があった場合は変更後。）

複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事

務所を記載すること。

当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項

当該会計年度内に発行した医療機関債



様式１：1-(2)

事業報告書

1-(2) 従たる事務所の所在地

都道府県 市区町村 町名・番地 建物名
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1-(2) 従たる事務所の所在地

都道府県 市区町村 町名・番地 建物名
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様式１：1-(5)

事業報告書

1-(5) 役員及び評議員

役職 姓 名 備考

理事 藤原 富子 常務理事

理事 安藤 弘道

理事 森本 佳和

理事 太田 宗一郎

監事 岩田 猛
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1-(5) 役員及び評議員

役職 姓 名 備考
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1-(5) 役員及び評議員

役職 姓 名 備考
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1-(5) 役員及び評議員

役職 姓 名 備考

注）１．「社会医療法人、特定医療法人及び医療法第４２条の３第1項の認定を受けた医療法人」以外の

医療法人は、記載しなくても差し支えないこと。

２．理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は

介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の管理者であることを

記載すること。（医療法第４６条の５第６項参照）

３．評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。（医療法第４６条の４第１項参照）
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様式１：2-(1)

事業報告書

2-(1) 本来業務

（開設する病院、診療所（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

許可病床数

種類 施設の名称 指定管理 施設の医療機関コード 開設場所 一般病床 療養病床 医療保険 介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床

病院 山田病院 2110110927 岐阜県岐阜市寺田7丁目110番地 57 56 56 0 0 0 0

診療所 山田メディカルクリニック 2110110935 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地 0 0 0 0 0 0 0
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2-(1) 本来業務

（開設する病院、診療所（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

許可病床数

種類 施設の名称 指定管理 施設の医療機関コード 開設場所 一般病床 療養病床 医療保険 介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床
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2-(1) 本来業務

（開設する病院、診療所（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

許可病床数

種類 施設の名称 指定管理 施設の医療機関コード 開設場所 一般病床 療養病床 医療保険 介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床
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2-(1) 本来業務

（開設する病院、診療所（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

許可病床数

種類 施設の名称 指定管理 施設の医療機関コード 開設場所 一般病床 療養病床 医療保険 介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床

注）１．地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として管理する施設については、指定管理の欄に記載すること。

２．療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床のそれぞれについて内訳を記載すること。

３．介護老人保健施設又は介護医療院の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。
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様式１：2-(1)

事業報告書

2-(1) 本来業務

（介護老人保健施設又は介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

種類 施設の名称 指定管理 施設の介護事業所番号 開設場所 入所定員 通所定員

介護老人保健施設 寺田ガーデン 2151180079 岐阜県岐阜市寺田7丁目77番地 100 75
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2-(1) 本来業務

（介護老人保健施設又は介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

種類 施設の名称 指定管理 施設の介護事業所番号 開設場所 入所定員 通所定員
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2-(1) 本来業務

（介護老人保健施設又は介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

種類 施設の名称 指定管理 施設の介護事業所番号 開設場所 入所定員 通所定員
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2-(1) 本来業務

（介護老人保健施設又は介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

種類 施設の名称 指定管理 施設の介護事業所番号 開設場所 入所定員 通所定員
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2-(1) 本来業務

（介護老人保健施設又は介護医療院（医療法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の業務）

種類 施設の名称 指定管理 施設の介護事業所番号 開設場所 入所定員 通所定員

注）１．地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として管理する施設については、指定管理の欄に記載すること。

２．療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床のそれぞれについて内訳を記載すること。

３．介護老人保健施設又は介護医療院の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。
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様式１：2-(2)

事業報告書

2-(2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務）

種類又は事業名 委託管理 実施場所 備考

訪問看護ステーション和光 岐阜県岐阜市寺田7丁目86番地1

訪問看護ステーション和光長良 岐阜県岐阜市千代田町1丁目26番地

訪問看護ステーション和光大垣 岐阜県大垣市大井2丁目38番3

訪問看護ステーション和光岐阜南 岐阜県岐阜市六条片田1丁目21番1

訪問介護事業　ケアサポート岐阜25 岐阜県岐阜市徹明通4丁目4番地

訪問介護事業　ケアサポート寺田25 岐阜県岐阜市河渡3丁目22番1

居宅介護支援事業　ケアプランセンター寺田 岐阜県岐阜市寺田7丁目86番地1

居宅介護支援事業　ケアプランセンター白山 岐阜県岐阜市徹明通4丁目4番地

居宅介護支援事業　ケアプランセンター長森 岐阜県岐阜市東中島1丁目17番1

居宅介護支援事業　ケアプランセンター大垣 岐阜県大垣市大井2丁目38番3

通所介護事業　大黒町デイサービスセンター 岐阜県岐阜市大黒町3丁目12番地1

通所介護事業　あっとほーむ城東デイサービスセンター 岐阜県岐阜市城東通1丁目16番地

通所介護事業　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｯﾄﾈｽ＆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝG☆star長良 岐阜県岐阜市福光東1丁目33番1

通所介護事業　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｯﾄﾈｽ＆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝG☆star徹明 岐阜県岐阜市真砂町11丁目2番地

通所介護事業　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｯﾄﾈｽ＆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝG☆star梅林 岐阜県岐阜市殿町6丁目611番地

通所介護事業　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｯﾄﾈｽ＆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝG☆star加納 岐阜県岐阜市加納本町1丁目15番地

通所介護事業　寺田デイサービスセンター 岐阜県岐阜市寺田7丁目86番地1

通所介護事業　長森南デイサービスセンター 岐阜県岐阜市切通8丁目3番5号

認知症対応型共同生活介護事業　グループホームファミリーケア大黒町 岐阜県岐阜市大黒町3丁目12番地1

岐阜市地域包括支援センター厚見 岐阜市から委託を受けて管理 岐阜県岐阜市東明見町17番地1

岐阜市地域包括支援センター北部 岐阜市から委託を受けて管理 岐阜県岐阜市南蝉2丁目122番地
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2-(2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務）

種類又は事業名 委託管理 実施場所 備考

認知対応型通所介護事業　九重町デイサービスセンター笑来庵 岐阜県岐阜市九重町1丁目10番地1

認知対応型通所介護事業　城南デイサービスセンター笑来学院 岐阜県岐阜市東明見町15番地

小規模多機能型居宅介護事業　ファミリーケア岐阜 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地

小規模多機能型居宅介護事業　ファミリーケア城東 岐阜県岐阜市城東通1丁目16番地

小規模多機能型居宅介護事業　ファミリーケア大黒町わたの木庵 岐阜県岐阜市大黒町3丁目12番地1

小規模多機能型居宅介護事業　ファミリーケア島 岐阜県岐阜市北島1丁目4番4

有料老人ホーム　ファミリーコート城東 岐阜県岐阜市城東通1丁目17番地

有料老人ホーム　メディコート長良 岐阜県岐阜市菊水町1丁目8番1

有料老人ホーム　メディコート岐阜 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地

有料老人ホーム　メディコート寺田 岐阜県岐阜市寺田7丁目86番地1

有料老人ホーム　ファミリーコート長森 岐阜県岐阜市切通2丁目7番24号

夜間対応型訪問介護事業　ケアサポート岐阜25 岐阜県岐阜市徹明通4丁目4番地

夜間対応型訪問介護事業　ケアサポート長良25 岐阜県岐阜市長良3丁目93番地

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業　ケアサポート岐阜25 岐阜県岐阜市徹明通4丁目4番地

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業　ケアサポート島25 岐阜市北島1丁目4番4

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業　ケアサポート長良25 岐阜県岐阜市長良3丁目93番地

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業　ケアサポート大垣25 岐阜県大垣市大井2丁目38番3

注）地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を委託管理の欄に記載すること。
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様式１：2-(2)

事業報告書

2-(2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務）

種類又は事業名 委託管理 実施場所 備考

介護職員養成研修事業　介護福祉士養成施設　和光会キャリアカレッジ 岐阜県岐阜市寺田7丁目98番地1

児童発達支援事業　リトル☆スター岐阜キッズ 岐阜県岐阜市宇佐南4丁目17番22号

児童発達支援事業　リトル☆スター寺田キッズ＆ジュニア 岐阜県岐阜市寺田7丁目97番地

訪問リハビリテーション　寺田ガーデン訪問リハビリテーション 岐阜県岐阜市寺田7丁目77番地

通所リハビリテーション　山田メディカルクリニックリハビリセンター 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地

居宅介護事業　ケアサポート岐阜25 岐阜県岐阜市徹明通4丁目4番地

居宅介護事業　ケアサポート寺田25 岐阜県岐阜市河渡3丁目22番1

重度訪問介護事業　ケアサポート寺田25 岐阜県岐阜市河渡3丁目22番1

企業主導型保育事業　和光会保育園バンビ 岐阜県岐阜市寺田7丁目97番地

看護小規模多機能型居宅介護事業　ファミリーケア長良 岐阜県岐阜市千代田町1丁目26番地

看護小規模多機能型居宅介護事業　ファミリーケア岐阜南 岐阜県岐阜市六条片田1丁目21番1

共同生活援助事業　アミティホーム寺田 岐阜県岐阜市寺田7丁目86番地1

就労継続支援B型事業　アミティスマイル寺田 岐阜県岐阜市寺田7丁目98番地1

短期入所事業　アミティホーム寺田 岐阜県岐阜市寺田7丁目86番地1

生活介護事業　アミティスマイル寺田 岐阜県岐阜市寺田7丁目98番地1

放課後等デイサービス事業　リトル☆スター寺田キッズ＆ジュニア 岐阜県岐阜市寺田7丁目97番地

介護予防支援事業　ケアプランセンター寺田 岐阜県岐阜市寺田7丁目86番地1

介護予防支援事業　ケアプランセンター白山 岐阜県岐阜市徹明通4丁目4番地

介護予防支援事業　ケアプランセンター長森 岐阜県岐阜市東中島1丁目17番1

介護予防支援事業　ケアプランセンター大垣 岐阜県大垣市大井2丁目38番3

保育所等訪問支援事業　リトル☆スター岐阜キッズ 岐阜県岐阜市宇佐南4丁目17番22号
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2-(2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務）

種類又は事業名 委託管理 実施場所 備考

保育所等訪問支援事業　リトル☆スター寺田キッズ＆ジュニア 岐阜県岐阜市寺田7丁目97番地

病児・病後児保育事業　病児・病後児保育園ミッキー 岐阜市から委託を受けて管理 岐阜県岐阜市寺田7丁目98番地1

通所介護事業/介護予防・日常生活支援総合事業　ｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｨｯﾄﾈｽ＆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝG☆star長良＋ 岐阜県岐阜市八代3丁目21番地13

注）地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を委託管理の欄に記載すること。

2



様式１：2-(3)

事業報告書

2-(3) 収益業務（社会医療法人又は医療法第４２条の３第 1 項の認定を受けた医療法人が行うことができる業務）

種類 実施場所 備考

19



2-(3) 収益業務（社会医療法人又は医療法第４２条の３第 1 項の認定を受けた医療法人が行うことができる業務）

種類 実施場所 備考

20



様式１：2-(4)-(9)

事業報告書

2-(4) 当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項

日付

令和6年3月25日

令和6年5月23日

令和6年6月13日

令和6年7月29日

令和6年8月27日

令和6年11月25日

令和7年2月25日

議決又は同意した事項

新規事業の開始、定款の変更、事業計画及び予算の変更設定

令和６年２月期決算の決定

既存事業所の名称変更、定款の変更

新規事業の開始、定款の変更、事業計画及び予算の変更設定

既存事業所の所在地変更、定款の変更

新規事業の開始、既存事業所の所在地変更並びに名称変更、定款の変更、事業計画及び予算の変更設定

令和8年2月期の事業計画及び収支予算の決定

注）2-(5)、2-(6)については、医療機関債を発行又は購入する医療法人が記載し、(7)以下については、病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人が記載し、診療所のみを開設する医療法人は記載しなくても差し支えない

こと。



2-(5) 当該会計年度内に発行した医療機関債

発行総額 申込期間（開始日） 利率 償還方法

申込単位 申込期間（終了日） 払込期日 償還期限

注）医療機関債の発行総額、申込単位、申込期間、利率、払込期日、資金使途、償還の方法及び期限を記載すること。なお、発行要項の写しの添付に代えても差し支えない。

医療機関債を医療法人が引き受けた場合には、当該医療法人名を全て明記すること。

資金使途 医療機関債を引き受けた医療法人名



2-(6) 当該会計年度内に購入した医療機関債

医療機関債の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、

これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行っており、

かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要である理由

医療機関債名 発行元医療法人名 購入総額 償還期間（開始日～終了日）

注）

１．医療機関債を購入する医療法人は、医療機関債の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行って

おり、かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要である理由を記載すること。

２．購入した医療機関債名、発行元医療法人名、購入総額及び償還期間を記載すること。なお、契約書又は債権証書の写しの添付に代えても差し支えない。



2-(7) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

日付

令和6年3月1日

令和6年3月1日

令和6年4月1日

令和6年7月1日

令和6年7月1日

令和6年10月1日

令和6年11月1日

令和7年1月1日

令和7年1月1日

看護小規模多機能型居宅介護事業　ファミリーケア岐阜南　

開設（許可を含む）した主要な施設

訪問看護事業　訪問看護ステーション和光岐阜南　

放課後等デイサービス事業　リトル☆スター寺田キッズ＆ジュニア

介護予防支援事業　ケアプランセンター寺田

介護予防支援事業　ケアプランセンター白山

保育所等訪問支援事業　リトル☆スター岐阜キッズ

有料老人ホーム　ファミリーコート長森

居宅介護支援事業及び介護予防支援事業　ケアプランセンター長森

居宅介護支援事業及び介護予防支援事業　ケアプランセンター大垣



2-(8) 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

日付

注）全ての指定内容について記載しても差し支えない。

他の法律、通知等において指定された内容



2-(9) その他

日付 記載事項

注）当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、診療科の新設又は廃止等を記載する。（任意）



様式２

法人名　　 　医療法人和光会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地

１．資　　　 産　　　 額 千円

２．負　　　 債　　　 額 千円

３．純　　資　　産　　額 千円

（内　　訳） （単位：千円）

Ａ　流　動　資　産

Ｂ　固　定　資　産

Ｃ　資　産　合　計 （Ａ＋Ｂ）

Ｄ　負　債　合　計

Ｅ　純　　資　　産 （Ｃ－Ｄ）

 (注) 財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土　　　　地 （□ 法人所有　□ 賃借　■ 部分的に法人所有(部分的に賃借)）

建　　　　物 （□ 法人所有　□ 賃借　■ 部分的に法人所有(部分的に賃借)）

5,346,772

7,556,893

3,573,103

※医療法人整理番号

5,346,772

金　　　額区　　　　　　　　　　分

7,556,893

00020

2,210,121

財 産 目 録

（令和　8年　2月　28日現在）

3,983,790

2,210,121



様式3－１

法人名 医療法人和光会 ※医療法人整理番号 00020

所在地 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地

貸借対照表

令和8年2月28日 現在

（単位：千円）

資産の部　 負債の部　

科目　　 金額 科目　　　 金額

Ⅰ 流動資産 3,573,103 Ⅰ 流動負債 423,436

現金及び預金 2,355,944 買掛金 2,931

事業未収金 1,200,939 未払金 397,314

たな卸資産 14,506 前受金 7,457

前払費用 352 預り金 61

その他の流動資産 1,362 未払法人税等 61

前払費用 未払消費税等 4,693

その他の流動資産 その他の流動負債 10,919

前受金

預り金

前受収益

その他引当金

その他の流動負債

Ⅱ 固定資産 3,983,790

1 有形固定資産 3,529,578 Ⅱ 固定負債 1,786,685

建物 2,536,113 長期借入金 1,672,120

構築物 104,409 長期リース債務 108,080

土地 568,087 長期未払金 6,485

車両及び船舶 9,074 その他引当金

建設仮勘定 30,542 その他の固定負債

医療用器械備品 151,648

有形リース資産 100,150

その他の有形固定資産 29,555

負債合計　 2,210,121

純資産の部　

2 無形固定資産 42,898 科目　　　 金額

ソフトウェア 12,636 Ⅰ 基金 3,000

その他の無形固定資産 30,262

その他の無形固定資産 Ⅱ 積立金 5,343,772

繰越利益積立金 5,343,772

3 その他の資産 411,314 繰越利益積立金

有価証券 33,811 その他積立金

長期前払費用 144,330

繰延消費税等 69,394

その他の固定資産 163,779

役職員等長期貸付金

長期前払費用 Ⅲ 評価・換算差額等 0

繰延税金資産 その他有価証券評価差額金

その他の固定資産 繰延ヘッジ損益

純資産合計 5,346,772

資産合計　 7,556,893 負債・純資産合計 7,556,893

（注）１．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、

　　　　　　負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

　　　　２．社会医療法人及び特定医療法人については、純資産の部の基金の科目を削除すること。



様式４－１

法人名 医療法人和光会 医療法人整理番号 00020

所在地 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地

損 益 計 算 書

自 令和7年3月1日 至 令和8年2月28日

（単位：千円）

Ⅰ 事業損益

Ａ 本来業務事業損益

1 事業収益 3,660,078

2 事業費用

(1) 事業費 3,112,743

(2) 本部費 724,874 3,837,617

本 来 業 務 事 業 損 失 177,539

Ｂ 附帯業務事業損益

1 事業収益 3,399,130

2 事業費用 3,050,896

附帯業務事業利益 348,234

Ｃ 収益業務事業損益

1 事業収益 0

2 事業費用 0

収益業務事業利益 0

事 業 利 益 170,695

Ⅱ 事業外収益

受取利息 1,178

その他の事業外収益 6,660 7,838

Ⅲ 事業外費用

支払利息 9,893

その他の事業外費用 173,151 183,044

経 常 損 失 4,511

Ⅳ 特別利益

固定資産売却益 0

その他の特別利益 0 0

Ⅴ 特別損失

固定資産売却損

その他の特別損失 14,302 14,302

税 引 前 当 期 純 損 失 18,813

法人税・住民税及び事業税 49

法 人 税 等 調 整 額 49

当 期 純 損 失 18,862

　 (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。

２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、

　　当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

科目 金　　　　　　額



様式６ 

監 事 監 査 報 告 書 

 

 

医療法人 和光会 

理事長 山田 豪  殿 

 

 

 私は、医療法人和光会の令和 7会計年度（令和 7年 3月 1日から令和 8年 2月 28日まで）の業務

及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。 

 

 

監査の方法の概要 

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要

な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求

めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借

対照表及び損益計算書の監査を実施しました。 

 

記 

 

監査結果 

(1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に準拠して、作成されているものと認めます。 

(2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認め

ます。 

(3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に準拠して、作成されているものと認めます。 

(4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実は

認められません。 

 

 

 

 

 

令和 8年 5月 21日 

 

医療法人和光会 

 

監事   岩田 猛    

 

 


